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秦野市文化会館指定管理者募集要項 

 

はじめに 

秦野市は、人口約１６万人。東京から約６０キロメートル、横浜から約３７

キロメートルの距離にあり、市内には、新宿や小田原、箱根を起点とする小田

急電鉄小田原線の４駅のほか、東名高速道路のインターチェンジを有していま

す。令和４年には、市域の北方、神奈川の屋根と称される丹沢山塊のふもとに

新東名高速道路とインターチェンジが開通し、全線開通となる令和１０年度以

降には、サービスエリアの設置が予定されています。大都市への優れたアクセ

スと豊かな自然が魅力の本市は、「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい

都市
ま ち

」を都市像に掲げ、本年、総合計画「はだの２０３０プラン後期基本計画」

をスタートさせました。 

秦野市文化会館は、市域のほぼ中央に位置し、隣接する他の公共施設と共に、

本市の文化、教養、スポーツ、レクリエーション拠点「カルチャーパーク」を

構成しています。 

展示室のほか、座席数４９８の小ホールと座席数１４５５の大ホールの２つ

のホールを有する本市の文化芸術活動の拠点施設です。特に大ホールは、座席

に階層を持たないワンスロープ型の大型空間と、空席時残響時間２．０秒とい

う豊かな響きを備えており、これまで国内外から多くのアーティストを迎えて

います。 

公演活動では、山田和樹マエストロをミュージックアドバイザーに迎え実施

しているプロデュース公演、その外にも、新進気鋭からベテランまで幅広く音

楽家を紹介する「やまなみファミリーコンサート」を３５年実施しており、昨

年度に１３７回を迎えました。本市出身の世界的指揮者、市民協働により実施

する「丹沢音楽祭」をはじめとして、様々な事業を展開しています。 

総合計画では、目指すまちの姿として「市民が質の高い文化芸術活動に触れ

る機会が豊富に提供され、幅広い世代による市民主体の持続的な文化芸術活動

が展開されている」姿を掲げています。 

秦野市文化会館の課題としては、施設面では、昭和５５年に開館し、施設、

設備の老朽化が挙げられます。舞台機構、照明等の施設・設備の中には開館当

時からのものもあることから、適切に改修や更新を行っていく必要があります。

また、サービス面では、利用件数及び利用者数が、新型感染症流行前の水準ま

で回復しておらず、新しい利用スタイルの構築、文化芸術活動の振興、賑わい

づくりが課題と考えています。 
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１ 募集の趣旨 

  秦野市文化会館の管理運営業務について、民間の活力を活用することによ

り、サービスの向上と経費の節減を図るとともに、効果的かつ効率的に運営

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及

び秦野市文化会館条例（昭和５４年秦野市条例第２４号。以下「条例」とい

う。）第２１条第２項の規定に基づき、次のとおり指定管理者を募集します。 

 

２ 施設設置目的 

  秦野市文化会館は、条例第２条に規定のとおり、市民の文化の向上及び福

祉の増進を図るための施設として設置しています。 

 

３ 対象施設の概要 

 (1) 名称、愛称及び所在 

  ア 名称 

秦野市文化会館（以下「文化会館」という。） 

  イ 愛称 

    秦野市とクアーズテック合同会社とは、ネーミングライツパートナー

契約を締結しており、令和元年１０月から令和８年７月までの間、文化

会館の名称を、「クアーズテック秦野カルチャーホール」としています。

また、令和８年８月から令和１３年７月までについても同様の契約をし

ています。 

    指定管理者は、５に示す指定の期間（以下「指定管理期間」という。）

におけるネーミングライツパートナー契約の期間中、文化会館の呼称、

印刷物、表示物に愛称を使用しなければなりません。 

なお、指定管理期間内にネーミングライツパートナー契約を更新する

場合、又は新たなネーミングライツパートナー契約の締結により、愛称

が変更となる場合があります。この場合、秦野市は指定管理者と協議を

したうえで、秦野市又はネーミングライツパートナーの負担により、看

板、パンフレットの印刷物、ホームページの表示変更や改修工事をする

ことがあります。パンフレット等の作成をお願いする場合は、秦野市は

事前に指定管理者と協議し、その業務の費用負担等については合理性の

認められる範囲で秦野市が負担することとし、指定管理料で調整するも

のとします。 

  ウ 所在 
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秦野市平沢８２番地 

 (2) 施設の概要 

土地面積 １８，７０５．４１㎡ 

建築面積 ５，４１５．２１㎡ 

延床面積 ８，２５０．２３㎡ 

構  造 
鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリート 

一部鉄骨造り 

規  模 

地上３階、地下２階 

大ホール：１，４５５席、楽屋５室、トイレ、シャワー室 

小ホール：４９８席、楽屋３室、トイレ、シャワー室 

その他：展示室、リハーサル室、会議室３室、練習室３

室、和室、保育室、レストラン（１７６．７８㎡

（約５４坪）、上下水道、電気、都市ガス、テレ

ビアンテナ、電話ジャックあり。）、管理事務室 

竣  工 昭和５５年１１月 

(3) 管理対象区域 

別図に示す範囲とします。 

(4) 大規模改修工事について 

指定管理期間中に、工事期間約１２か月（大・小ホールの休館６か月程

度を含む）を要する大規模改修を予定しています。 

 

４ 指定管理者が行う業務 

指定管理者は、指定管理期間中、文化会館に係る次の業務（以下「指定管

理業務」という。）を行うものとします。 

なお、詳細については、「秦野市文化会館施設管理業務仕様書」のとおり

とします。 

(1) 使用の承認並びに利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収

受等に関する業務 

ア 施設の利用相談、案内、抽選（申込者決定）に関する業務 

イ 施設の利用調整、受付、承認等に関する業務 

ウ 施設の利用料金の収受、減免及び還付に関する業務 

エ 施設利用に伴う設備及び備品の準備、貸出等に関する業務 

オ 利用状況、利用者数などの各種統計業務 

カ 利用者アンケート調査、分析、苦情処理に関する業務 

キ 危機管理対策業務 
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ク その他、施設、設備、備品の貸出しに係る業務 

(2) 維持管理に関する業務 

ア 施設及び設備の管理、運転及び保守点検に関する業務 

イ 施設及び設備の維持補修に関する業務 

ウ 施設の清掃に関する業務 

エ 施設の保安警備に関する業務 

オ 備品の管理及び保守点検に関する業務 

カ 自動販売機管理等に関する業務 

キ 施設及び設備の大規模改修実施に向けたアドバイザリ業務 

ク その他、施設の維持管理等に関する業務 

(3) 自主事業に関する業務 

ア 公益的な文化芸術事業に関する業務 

イ ミュージックアドバイザーとの連絡調整、事業に関する業務 

ウ ネーミングライツパートナーとの連絡調整、事業に関する業務 

エ ホームページ、ＳＮＳ等による広報業務 

オ その他、自主事業に関する業務 

(4) キャッシュレス決済への対応 

   指定管理者は、利用者の利便性向上のため、各種キャッシュレス決済

に対応するほか、秦野市が実施する電子地域通貨「ＯＭＯＴＡＮコイン」

の利用促進に協力し、加盟店登録を行うこととします。なお、「ＯＭＯＴ

ＡＮコイン」に係る加盟店換金手数料については、指定管理者の負担とし

ます。 

(5) 前４号に掲げるもののほか、市長が承認する業務 

指定管理者は、次に示す業務のほか、文化会館の管理実施に当たり必要

な業務を、市長の承認により実施することができます。 

承認を受けた業務に係る費用（改装や運営、原状回復の費用を含む。）

は、指定管理者の負担とします。 

ア レストランスペースの活用に関する業務 

文化会館の利用者・来館者の利便性や満足度向上が図られるよう、２

階レストランスペースの活用方法を提案してください。なお、活用内容

は原則レストランに限ります。 

スペースの活用に係る費用（改装や運営、原状回復の費用を含む。）

は、指定管理者の負担とします。 

イ その他、市長が承認する業務 
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秦野市の文化芸術の振興や賑わいづくりに資する事業（事業実施によ

り目指す達成指標を含む。）を提案してください。 

 

５ 指定の期間 

  令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間）とします。 

 

６ 指定管理業務に要する経費等 

指定管理者は指定管理業務を遂行するため、施設運営に要する経費に対し

て秦野市が支払う指定管理料のほか、利用者等が指定管理者に支払う利用料

金、そして自らが企画し市長の承認を得て実施する自主事業の収入（「４ 

指定管理者が行う業務」中(3)､(5)の業務に関し、利用者等が指定管理者に

支払う料金（以下「自主事業収入」という。）をいう。）を自らの収入とす

ることができます。 

指定管理者は、利用料金収入及び自主事業収入を施設管理の主な収入源と

しますので、それを前提として、秦野市から指定管理者に支払う指定管理料

の額を事業計画書に記載してください。 

 (1) 指定管理料 

指定管理料の上限及び支払については次のとおりとします。 

  ア 指定管理料の上限額 

    ２１４，０００，０００円／年（消費税及び地方消費税を含む。） 

    なお、これを超える事業計画を提出した団体は審査の対象外とします。 

イ 指定管理料の支払等 

(ｱ) 指定管理料の支払、修繕等の精算時期や方法については、毎年度、

事業計画書をもとに秦野市の歳出予算の範囲内で協議のうえ、別途

「年度協定書」にて定めるものとします。 

(ｲ) 指定管理料は、修繕費を除き原則として返還を求めません。ただ

し、指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の一部が履行され

ていないこと等が確認された場合には、その履行されなかった部分

等に相当する指定管理料の返還を求めます。 

(ｳ) 利用料金収入の減少等、指定管理者の運営に起因する不足額につ

いて、秦野市は原則として補填は行いません。 

(ｴ) 秦野市は、指定管理期間中において、工事期間約１２か月（大・

小ホールの休館６か月程度を含む）を要する舞台照明設備及び舞台

機構設備の大規模改修を予定しています。その工事の概要が確定し
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た段階で、秦野市と指定管理者は、工事期間中の業務及び指定管理

料等について協議し、決定することとします。 

(2) 利用料金 

指定管理者は、条例（第６条関係・別表参照）に定める範囲内で、市長

の承認を得て利用料金を定めるものとし、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第８項の規定に基づき、その全額を指定管理者の

収入とすることができます。 

なお、指定管理者は、条例及び秦野市文化会館条例施行規則（昭和５５

年秦野市規則第２号）に定める基準に従い、利用料金の減免及び還付をす

るものとします。 

また、指定管理者の指定管理期間の満了のときに、収入済みの指定管理

期間の満了日の翌日以降が利用日である利用料金は、指定管理期間の満了

日から３０日以内に市に返還するものとします。 

なお、指定管理者の指定を取り消されたときに、収入済みの指定の取消

の日の翌日以降が利用日である利用料金においても、指定管理者の指定の

取消の日から３０日以内に市に返還するものとします。 

 (3) 自主事業収入 

指定管理者は、文化会館の設置目的を効果的に達成するため、市長の承

認を得て施設を活用した自主事業等を行うことができ、その収入を自らの

収入とすることができます。 

 

７ 個人情報の保護及び情報公開 

  指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７条）

の規定により個人情報の適正な管理のための必要な処置を行うとともに、秦

野市情報公開条例（平成１７年秦野市条例第１４号）の規定により積極的な

情報公開に努めてください。 

 

８ 応募資格等 

 (1) 応募資格 

  応募資格は、法人若しくはその他の団体（以下「法人等」という。）又

は複数の法人等により構成された共同企業体（以下「グループ」という。）

で、次の各号の要件を全て満たすこととします。 

ア 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受け

たことがないこと。 
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イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

により、一般競争入札の参加を制限されている者でないこと。 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）による再生・更生手続中でないこと。 

エ 市税、県税及び国税を滞納していないこと。 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団又は秦野市暴力団排除条例（平成

２３年秦野市条例第１８号）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法

人等でないこと。 

カ 指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして関係機関

に認定された日から２年を経過していない者でないこと。 

キ 現地見学会に参加すること。なお、現行の指定管理者は除く。 

(2) グループでの応募における留意事項 

グループで応募をされる場合は、次の事項について留意してください。 

ア (1)のアからカまでの要件は全ての構成員が、また(1)のキの要件は構

成員のうちいずれかの法人等が要件を満たす必要があります。 

イ 代表する法人等を定めてください。 

ウ 単独で応募をした法人等は、この応募において、別のグループの構成

員になることはできません。 

エ 法人等は、この応募において、複数のグループで同時に構成員になる

ことはできません。 

 

９ 提出書類 

(1) 応募しようとする法人等又はグループは、次に掲げる書類を提出して

ください。 

なお、グループの場合、ク以降の書類については、各構成員について提

出してください。 

また、提出書類は、Ａ４サイズを基本としますが、やむを得ないものに

関してはこの限りではありません。サからスの証明書は、提出日の前３か

月以内に発行されたものとします。 

ア 指定管理者指定申請書（秦野市文化会館条例施行規則第２２号様式） 

イ 事業計画書（概要版） 

ウ 事業計画書（様式第１－１号） 

エ 事業計画書（収支計画）（様式第１－２号） 
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オ 事業計画書（団体の概要等）（様式第１－３号） 

カ 誓約書（様式第２号） 

キ 委託予定業務一覧表（様式第３号） 

ク 法人等の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

ケ 法人等の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

コ 貸借対照表及び損益計算書（営利法人でない団体の場合は、予算書及

び収支決算書）（令和４年度から令和６年度分） 

サ 法人の登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

シ 法人税の納税証明書及び消費税の納税証明書（納税証明書その３の３） 

ス 地方税の納税証明書（主たる事業所を有する所在地に係る都道府県税

及び市町村民税の納税証明書（未納がないことを証するもの）・令和４

年度から令和６年度分） 

セ 法人等の就業規則 

ソ その他市長が必要と認める書類 

(2) 指定管理期間中に大規模改修工事を行う予定がありますが、事業計画

書については、大規模改修工事期間中の影響を考慮せずに作成してくだ

さい。 

 

10 募集日程 

 (1) 公募開始日              令和８年４月１５日（水） 

 (2) 現地見学会              令和８年５月１４日（木） 

 (3) 質問受付期限             令和８年５月２１日（木） 

 (4) 質問回答期限             令和８年６月１日（月） 

 (5) 申請書受付期限            令和８年６月１９日（金） 

(6) 第１次審査（書類審査等）       令和８年６月下旬 

 (7) 第２次審査（プレゼンテーション）   令和８年７月１３日（月） 

 (8) 選定結果の通知・公表         令和８年７月下旬 

 (9) 指定管理者の指定           令和８年１０月上旬 

 

11 募集要項等の配布 

  募集要項等は、公募開始日以降、秦野市文化スポーツ部文化振興課（市役

所教育庁舎１階）で配布します。また、秦野市のホームページからもダウン

ロードできます。 
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12 現地見学会について 

  応募方法、応募書類等に関する説明会及び現地見学会を次のとおり開催し

ますので、申請団体（法人等又はグループ）は御参加ください。当日は募集

要項等の資料は配布しませんので、御持参ください。なお、参加人数は、申

請団体（法人等又はグループ）につき２名までとします。 

 (1) 日時 

   令和８年５月１４日（木）※時間については後日お知らせします。  

 (2) 場所 

クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館） 

 (3) 参加申込 

   令和８年５月８日（金）までに「現地見学会参加申込書」（様式第４号）

に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ又は電子メールにてお申込みください。 

 

13 質問について 

 (1) 受付方法 

   質問書（様式第５号）に記入のうえ、電子メールで提出してください。 

   E-mail:bunsin@city.hadano.kanagawa.jp 

   受付は上記のメールアドレスのみで受け付けます。文化会館への連絡は

しないでください。 

   また、電話では受け付けませんので、予め御了承ください。 

 (2) 回答方法 

   秦野市ホームページへの掲載により回答します。 

14 申請書の提出 

 (1) 提出先 

   秦野市文化スポーツ部文化振興課文化振興担当 

   （秦野市桜町一丁目３番２号 市役所教育庁舎１階） 

   電話 ０４６３（８６）６３０９ 

 (2) 提出期限 

   令和８年６月１９日（金）午後４時まで 

   なお、提出時に提出書類の確認を行いますので、提出日の３日前までに

提出日時を御連絡ください。 

(3) 提出方法 

   直接持参（郵送不可） 

   土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後４時まで 
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 (4) 提出部数 

正本１部、副本１５部（事業計画書（概要版）、様式第１－１～１－３

号については、ワード又はエクセルにより、ＣＤ－Ｒ等に格納して提出し

てください。） 

なお、第２次審査（プレゼンテーション）は匿名で実施するため、副本

の作成に当たっては、社名及びロゴ並びに製品名等を記載しないでくださ

い。 

(5) 注意事項 

  ア 各書類を「９提出書類」に記載順で綴じ、書類ごとにタックインデッ

クスを付して提出してください。 

  イ 提出日の事前連絡は必ず行ってください。 

  ウ 提出された申請書類は、提出後において、差替えはできませんので、

記載事項及び添付資料等の確認を十分に行ったうえで提出してください。 

  エ 提出された書類は、返却しません。 

  オ 提出された書類は、必要に応じて複写します。 

  カ 申請書類は、情報公開請求があった場合、９提出書類の(1)イ事業計

画書（概要版）を除き、非公開としますので、それを前提に作成のうえ、

提出してください。 

  キ 申請書類作成及びプレゼンテーション等に要する経費は、全て申請者

の負担とします。 

  ク 申請書類提出後、辞退する場合は、辞退届（様式は任意）を提出して

ください。 

15 第１次審査（書類審査等） 

  申請団体数が４を超えた場合は、次のとおり第１次審査を行い、原則上位

４団体以内を選定します。なお、申請団体数が４を超えない場合は、第１次

審査は行わず、第２次審査でその全ての申請団体を審査します。 

 (1) 日程 

   令和８年６月下旬 

 (2) 審査内容 

   事業計画書等の内容審査 

 (3) その他 

   選定結果は、申請団体に通知します。 
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16 第２次審査（プレゼンテーション） 

  プレゼンテーションは、第１次審査で選定された団体が行うものとし、提

出された提案内容に基づき、指定管理者選定評価委員会（以下「選定評価委

員会」という。）において、プレゼンテーションを行っていただきます。 

  不参加の場合は、申請を辞退したものとみなします。 

(1) 日程 

令和８年７月１３日（月） 

(2) 会場及び時間 

別途通知します。 

(3) 出席者 

１団体４名以内とします。 

(4) 発表時間等 

２０分程度のプレゼンテーションの後、事業計画書の内容等に関する

質疑応答（１５分程度）を行います。 

(5) その他 

プレゼンテーションの発表順は、申請書の受付順です。発表の際に機器

を使用される場合は、プロジェクター及びスクリーンは秦野市で用意しま

すので、事前にお申し出ください。その他の機器は申請団体で御用意くだ

さい。 

 

17 選定方法 

  選定評価委員会において、提出された事業計画書を次の審査項目に沿って

審査し、評点の一番高いものを指定管理者候補に選定します。 

  なお、プレゼンテーションは、申請時に提出した事業計画書に基づき実施

してください。 

１ 入館者がより快適に過ごせるための運営上の工夫があるこ

と。 

30 点 

【サービスの維持・向上】 

・満足度調査や利用者評価の結果を業務に生かす方策はあ

るか。 

・入館者からの要望・提案に対し適切・柔軟に対応できる

体制にあるか。 

10 点 

【安全対策、危機管理】 

・安全対策、危機管理の方針は適切か。 

・危機管理体制、日常の対策、準備・訓練は適切か。 
10 点 
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【施設の貸出】 

・利用料金の設定方針は妥当か。 

・問合せ、相談に適切に対応できる体制にあるか。 
5 点 

【施設・レストランスペースの活用】 

・利用促進に向けた具体策はあるか、その内容は妥当か。 

・レストランスペースの活用提案は、施設の設置目的や入

館者の快適性を高めるものか。 

5 点 

２ 施設の管理を安定して実施することができる物的・人的能力

を有していること。 

35 点 

【管理運営の理念、方針】 

・運営理念は、施設の設置目的と合致しているか。 

・運営方針は、秦野市らしさ、施設の設置目的や特性を踏

まえているか。 

・管理運営に民間的経営の視点やノウハウが認められる

か。 

・環境保護に配慮があるか。 

10 点 

【施設維持管理】 

・施設維持管理の方針は適切か。 

・施設工事を行う際のアドバイザリ業務が行える体制とな

っているか。 

・施設修繕を計画的に行える体制となっているか。 

10 点 

【組織体制、労務管理】 

・施設管理、運営のための組織体制は妥当か。 

・館長を主体とした組織運営体系となっているか。 

・職員の能力、経験のほか、研修や育成体制は十分か。 

・雇用形態、労働条件、福利厚生など、労務管理は適切

か。 

10 点 

【法令遵守・情報セキュリティ・個人情報保護・情報公開】 

・法令遵守、情報セキュリティ、個人情報保護の対策は適

切か。 

・情報公開は積極的か。 

5 点 

 

３ 施設の効用を最大限に発揮し、管理面での費用対効果を図る

ものであること。 

35 点 

【収支計画】 

・事業の収支は妥当か、無理はないか。 

・コストパフォーマンスは優れているか。 

・収入増、コスト削減に向けた具体策はあるか、その内容

は妥当か。 

15 点 

【広報】 

・施設の利用促進、文化芸術の振興に係る周知・広報は民

間のノウハウを生かした妥当なものか。 

5 点 

【地域連携・地域貢献・地域満足度】 

・地域住民や団体等の協働、市内事業者の活用や市民の雇
10 点 
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用、さらには資材調達や再委託等、地域との連携や貢

献、地域満足度を高める計画となっているか。 

【財務状況】 

・管理運営事業者として適切な財務状況であるか。 
5 点 

４ 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るための自主事業のプ

ランを用意していること。 

35 点 

【文化芸術振興事業（自主事業）の実施方針】 

・秦野市の文化芸術の振興や賑わいづくりに資する事業

は、秦野市らしさ、施設の設置目的や特性を踏まえてい

るか。 

・民間的経営の視点やノウハウが認められるか。 

・幅広い年齢層を対象に、多様なジャンルの文化芸術に触

れ親しむ機会を提供しているか。 

15 点 

【文化芸術振興事業（自主事業）・賑わいづくりの促進】 

・事業実施により目指す達成指標は妥当か。 
10 点 

【文化芸術振興事業（自主事業）の実施能力】 

・文化芸術振興事業（自主事業）の経験や実績は十分か。 

・事業実施に係る能力、ネットワークは本施設での事業に

活用できるか。 

10 点 

合  計 135 点 

 

18 無効又は失格 

  募集要項に記載しているもののほか、次の事項に該当する場合は、無効又

は失格となります。 

 (1) 申請書の提出先、提出期限、提出方法などが守れなかったとき。 

 (2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

 (3) 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

 (4) 虚偽の内容が記載されているとき。その他、選定評価委員会で協議の結

果、審査を行うに当たって不適切と認められたとき。 

 (5) 選定評価委員会委員及び秦野市職員への接触等により、不正に情報入手

する等の事実が判明したとき。 

 

19 選定結果の公表 

  選定結果については、秦野市のホームページで公表するとともに、各申請

者に文書で通知します。 

 

20 指定管理者の指定手続き 

 (1) 指定管理者の指定 
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   選定評価委員会による指定管理者候補の選定後は、指定管理者の指定の

手続として、秦野市議会の議決を経る必要があります。 

 (2) 協定の締結 

   秦野市は、議会の議決を経て指定管理者の指定をした後に、施設の管理

運営全般について、指定管理者と協定を締結します。 

 (3) 協定が締結できない場合の措置等 

   秦野市は、指定の手続きの過程で、次に掲げるとおり指定管理者候補を

指定管理者に指定することが不適当と認められる事由が生じた場合、又は

秦野市議会の議決を得られないとき、指定しないことがあります。また、

この場合であっても、応募及び指定管理開始の準備のために要した費用に

ついては一切補償しません。 

  ア 正当な理由がなく協定の締結に応じないとき。 

  イ 財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められる

とき。 

  ウ 著しく社会的信用を失うなど、指定管理者としてふさわしくないと認

められるとき。 

  エ 応募資格を喪失したとき。 

  オ 感染症の影響により、指定が不適当と認められるとき。 


